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砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、高温・少雨により、ため池が渇水することで施設園芸作物の収量の減少及び品質

低下が発生するのを防止するため、ため池の造成、整備等を行う施設園芸農業者（以下「農業者」と

いう。）に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者（以下「交付対象者」という。）は、次に掲げる農業者とする。 

(１) 次のいずれかに該当する農地において、自ら農業を営む農業者 

 ア 砂川市内（以下「市内」という。）の北海幹線用水路又は河川の水利（以下「水利」という。）

の対象地域外にある農地 

  イ 水利の対象地域内にある農地のうち、当該用水施設等の未整備により農業用水を利用できな

いもの 

(２) 市内に住所を有する農業者であって、前号に掲げる農地でため池を利用しているもの 

(３) 市税に滞納がない農業者 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、交付対象者が農業用水を確保す

るために使用するため池に係る次に掲げる経費とする。 

(１) ため池を造成する経費（50万円以上の経費に限る。） 

(２) ため池の規模拡大又は機能向上につながる整備を行う経費（50万円以上の経費に限る。） 

 (３) ため池の渇水時に農業用水を運搬する経費 

 

（補助金額等） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) ため池を造成する場合 前条第１号の経費の10分の３以内とし、その限度額は100万円とする。 

(２) ため池の規模拡大又は機能向上につながる整備を行う場合 前条第２号の経費の10分の３以

内とし、その限度額は100万円とする。 

(３) ため池の渇水時に農業用水を運搬する場合 前条第３号の経費の10分の５以内とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、砂川市施設園芸渇水対策支

援補助金交付申請書（別記第１号様式）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金交付の可否

を決定し、砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付（不交付）決定通知書（別記第２号様式）により

申請者にその旨を通知するものとする。 

 

（完了実績報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、事業が完了したときは、砂

川市施設園芸渇水対策支援補助金対象事業完了実績報告書（別記第３号様式）に関係書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

 

 



 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、完了実績報告及び現地検査においてその内容が適当であると認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付額確定通知書（別記第４号様式）

により交付決定者にその旨を通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の額を通知したときは、速やかに当該補助金を交付するも

のとする。 

 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助

金の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（その他） 

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和６年８月１日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 

 

  
 



 

別記第１号様式（第５条関係） 

 

 

砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付申請書 
 

  年  月  日 

 

砂川市長   様 

 

 

申請者 

住所 

氏名               

 

 

 砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付要綱第５条の規定により、補助金の交付を受けたいので、関

係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

  １ 補助金の額                      円   

 

   

  ２ 事業費総額                      円 

 

  ３ 事業期間     年  月  日 ～    年  月  日 

 

  ４ 添付書類 ・見積書 

 ・工事内容（ため池を造成又は整備する場合） 

 ・ため池の位置図 

 ・納税証明書又は納税確認書 

 ・その他市長が必要と認めた書類 

  

 



 

別記第２号様式（第６条関係） 

 

                                   第   号 

  年  月  日 

 

                様 

 

 

砂川市長             

 

 

 

砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

     年   月   日付けで交付申請のあった砂川市施設園芸渇水対策支援補助金につい

て、下記のとおり決定したので、砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付要綱第６条の規定により通

知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 交  付 補助金交付額                円 

２ 不 交 付 

理由 

 

            

   

  
 



 

別記第３号様式（第７条関係） 

 

 

砂川市施設園芸渇水対策支援補助金対象事業完了実績報告書 
 

  年  月  日 

 

砂川市長  様 

 

 

 

申請者 

住所 

氏名               

 

 

 

砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付要綱第７条の規定により、事業が完了したので関係書類を添

えて下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 事業着手年月日   年  月  日 

 

２ 事業完了年月日   年  月  日 

 

３ 補助金精算額        円 

 

４ 添付書類    ・写真 

            ・領収書の写し 

            ・その他市長が必要と認めた書類 

               

 

 

 

 

  

 



 

別記第４号様式（第８条関係） 

                                         第   号 

  年  月  日 

 

 

                様 

 

 

 

砂川市長             

 

 

 

砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付額確定通知書 
 

 

 

砂川市施設園芸渇水対策支援補助金交付要綱第８条の規定により、補助金の額を確定したので下記の

とおり通知します。 

 

 

 
記 

 

 

  １ 事業完了年月日          年  月  日 

 

  ２ 補助金額                   円 

 

  ３ 補助金交付決定通知の番号及び年月日    第    号      年  月  日 

               

 
 

  

 


